
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　弁護人北村巖の上告趣意について。

　論旨は結局単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当の主張に帰し刑訴四〇五条に

定める上告の理由に当らない。そして原審が第一審判決の量刑を不当とする控訴を

理由ありとして同判決を破棄しながら同判決の刑と同一の刑を言渡したのは理由齟

齬の違法あるを免れないが、さればといつて本件においては刑訴四一一条を適用し

て原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。

　よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

　この決定は、裁判官全員一致の意見である。
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